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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 1日 (2006.9.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の シ ス テ ム お よ び 第 ２ の シ ス テ ム と 通 信 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 第 １ の 無 線
端 末 お よ び 第 ２ の 無 線 端 末 の 間 に ハ ン ド オ フ （ Ｈ Ｏ ） を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １
の 端 末 は 前 記 第 ２ の 端 末 と 異 な っ て お り 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 前 記 第 ２ の シ ス テ ム と 異
な る 技 術 標 準 を 採 用 し 、 そ れ ぞ れ 異 な る Ｉ Ｐ ア ド レ ス で 識 別 さ れ て お り 、
　 ａ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 が 前 記 第 １ の シ ス テ ム と の 現 在 の セ ッ シ ョ ン の 中 に 、 前 記 第 ２ の
端 末 へ の ハ ン ド オ フ 要 求 を 開 始 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｂ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 に 対 し て 、 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ り 前 記 第 ２ の シ ス テ ム に
接 続 さ れ て い る こ と を 確 認 す る よ う に 警 告 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 接 続 情 報 を 有 し て い る か ど う か を 問 い 合 わ せ る ス テ ッ プ と
、
　 ｄ ） 　 前 記 接 続 情 報 か ら 前 記 第 ２ の 端 末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｅ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス の 確 認 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 現 在 の セ
ッ シ ョ ン の 前 記 第 １ の 端 末 か ら 前 記 第 ２ の 端 末 へ の リ ル ー テ ィ ン グ を 開 始 す る ス テ ッ プ と
、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 ２ の 端 末 の 前 記 Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る 前 記 ス テ ッ プ は 、 前 記 Ｉ Ｐ ア ド レ ス が 存 在 す
る か ど う か を 確 認 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 接 続 情 報 を 取 得 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム が 前 記 接 続 情 報 を 有 し て い な
い 場 合 に 、 前 記 接 続 情 報 を 加 入 者 か ら 取 得 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 接 続 情 報 を 要 求 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の シ ス テ ム に お い て 使 用 す る シ ス テ ム Ｉ



Ｄ 、 端 末 Ｉ Ｄ 、 お よ び Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 端 末 と 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 個 別 の 独 立 し た エ ン テ ィ テ ィ で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ の 端 末 と 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 共 通 の 筺 体 に 収 納 さ れ た 論 理 エ ン テ ィ テ ィ で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 第 １ の シ ス テ ム お よ び 第 ２ の シ ス テ ム と 通 信 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 第 １ の 無 線
端 末 お よ び 第 ２ の 無 線 端 末 の 間 に ハ ン ド オ フ （ Ｈ Ｏ ） を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １
の 端 末 は 前 記 第 ２ の 端 末 と 異 な っ て お り 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 前 記 第 ２ の シ ス テ ム と 異
な る 技 術 標 準 を 採 用 し 、 そ れ ぞ れ 異 な る Ｉ Ｐ ア ド レ ス に よ っ て 識 別 さ れ て お り 、
　 ａ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 が 前 記 第 １ の シ ス テ ム と の 現 在 の セ ッ シ ョ ン の 間 に 前 記 第 ２ の 端
末 へ の Ｈ Ｏ 要 求 を 開 始 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｂ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 に 対 し て 、 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ り 前 記 第 ２ の シ ス テ ム に
接 続 さ れ て い る こ と を 確 認 す る よ う に 警 告 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム に 接 続 情 報 が 存 在 す る か ど う か を 問 い 合 わ せ る ス テ ッ プ と 、
　 ｄ ） 　 前 記 接 続 情 報 か ら 前 記 第 ２ の 端 末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス 取 得 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｅ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 の 前 記 Ｉ Ｐ ア ド レ ス の 受 信 を 確 認 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｆ ） 　 前 記 ス テ ッ プ （ ｅ ） の 前 記 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 第 ２ の 端 末 を 起 動 し
て 確 認 す る よ う に 指 示 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｇ ） 　 前 記 ス テ ッ プ （ ｆ ） で 要 求 し た 前 記 確 認 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 ス テ ッ プ （
ａ ） か ら （ ｅ ） を 繰 り 返 す ス テ ッ プ と 、
　 ｈ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス の 確 認 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の 端
末 か ら 前 記 第 ２ の 端 末 へ と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 ス テ ッ プ （ ｆ ） で 要 求 し た 前 記 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 ハ ン ド オ フ 手 順 を
中 止 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 ス テ ッ プ （ ｅ ） の 繰 り 返 し 実 行 中 に 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 ハ ン ド オ フ 手
順 を 中 止 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 第 １ の シ ス テ ム お よ び 第 ２ の シ ス テ ム と 通 信 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 第 １ の 無 線
端 末 お よ び 第 ２ の 無 線 端 末 の 間 に ハ ン ド オ フ （ Ｈ Ｏ ） を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １
の 端 末 は 前 記 第 ２ の 端 末 と 異 な り 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 前 記 第 ２ の シ ス テ ム と 異 な る 技
術 標 準 を 採 用 し 、 そ れ ぞ れ 異 な る Ｉ Ｐ ア ド レ ス に よ っ て 識 別 さ れ て お り 、
　 ａ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 が 前 記 第 １ の シ ス テ ム と の 現 在 の セ ッ シ ョ ン の 間 に 前 記 第 ２ の 端
末 へ の ハ ン ド オ フ 要 求 を 開 始 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｂ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 に 対 し て 、 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ り 前 記 第 ２ の シ ス テ ム に
接 続 さ れ て い る こ と を 確 認 す る よ う に 警 告 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム に 接 続 情 報 が 存 在 す る か ど う か を 問 い 合 わ せ る ス テ ッ プ と 、
　 ｄ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム の Ｈ Ｓ Ｓ （ ｈ ｏ ｍ ｅ 　 ｓ ｕ ｂ ｓ ｃ ｒ ｉ ｂ ｅ ｒ 　 ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ｒ
） に 接 続 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｅ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ る こ と が 確 認 さ れ た こ と に 応 答 し て 、 前 記 第 ２ の 端
末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｆ ） 　 リ ル ー テ ィ ン グ プ ロ セ ス を 実 行 す る ス テ ッ プ と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
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切 り 替 え る ス テ ッ プ



　 前 記 接 続 情 報 を 取 得 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 前 記 接 続 情 報 を 有 し な い 場
合 に 、 前 記 接 続 情 報 を 加 入 者 か ら 取 得 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 接 続 情 報 を 要 求 す る ス テ ッ プ は 、 前 記 第 ２ の シ ス テ ム で 使 用 す る シ ス テ ム Ｉ Ｄ 、 端
末 Ｉ Ｄ 、 お よ び Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ の 端 末 と 前 記 第 ２ の 端 末 は 個 別 の 独 立 し た エ ン テ ィ テ ィ で あ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 第 １ の 端 末 と 前 記 第 ２ の 端 末 は 、 共 通 の 筺 体 に 収 納 さ れ た 論 理 エ ン テ ィ テ ィ で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 第 １ の シ ス テ ム お よ び 第 ２ の シ ス テ ム と 通 信 す る よ う に そ れ ぞ れ 構 成 さ れ た 第 １ の 無 線
端 末 お よ び 第 ２ の 無 線 端 末 の 間 に ハ ン ド オ フ （ Ｈ Ｏ ） を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １
の 端 末 は 前 記 第 ２ の 端 末 と 異 な り 、 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 前 記 第 ２ の シ ス テ ム と 異 な る 技
術 標 準 を 採 用 し て お り 、 そ れ ぞ れ 異 な る Ｉ Ｐ ア ド レ ス に よ っ て 識 別 さ れ て お り 、
　 ａ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 が 前 記 第 １ の シ ス テ ム と の 現 在 の セ ッ シ ョ ン の 間 に 前 記 第 ２ の 端
末 へ の ハ ン ド オ フ 要 求 を 開 始 す る ス テ ッ プ と
　 ｂ ） 　 前 記 第 １ の 端 末 に 対 し て 、 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ り 前 記 第 ２ の シ ス テ ム に
接 続 さ れ て い る こ と を 確 認 す る よ う に 警 告 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｃ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム は 接 続 情 報 を 有 す る か ど う か を 問 い 合 わ せ る ス テ ッ プ と 、
　 ｄ ） 　 前 記 第 １ の シ ス テ ム の ｈ ｏ ｍ ｅ 　 ｓ ｕ ｂ ｓ ｃ ｒ ｉ ｂ ｅ ｒ 　 ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ｒ 　 （ Ｈ Ｓ
Ｓ ） に 接 続 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｅ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 が 稼 働 中 で あ る こ と が 確 認 さ れ た こ と に 応 答 し て 、 第 ２ の 端 末 の
Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 取 得 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｆ ） 　 前 記 ス テ ッ プ （ ｅ ） の 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 第 ２ の 端 末 を 起 動 し て 確
認 す る よ う に 指 示 す る ス テ ッ プ と 、
　 ｇ ） 　 前 記 ス テ ッ プ （ ｆ ） で 要 求 し た 前 記 確 認 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 ス テ ッ プ （
ａ ） か ら （ ｅ ） を 繰 り 返 す ス テ ッ プ と 、
　 ｈ ） 　 前 記 第 ２ の 端 末 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス の 確 認 を 受 信 し た こ と に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の 端
末 か ら 前 記 第 ２ の 端 末 へ と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 ス テ ッ プ （ ｆ ） で 要 求 し た 前 記 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 ハ ン ド オ フ 手 順 を
中 止 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 ス テ ッ プ （ ｅ ） の 繰 り 返 し 実 行 中 に 確 認 が 受 信 さ れ な い 場 合 に 、 前 記 ハ ン ド オ フ 手
順 を 中 止 す る ス テ ッ プ を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。 　
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 図 ９ 】
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